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新潟県災害対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成24年10月30日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第44号 

新潟県災害対策本部規則の一部を改正する規則 

新潟県災害対策本部規則（昭和41年新潟県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第６条関係） 

(1)・(2) （略） 

(3) 被災者救援部 

（略） 

 統括調整員 

被災者情報管理班長 

 副班長 

避難者対策班長 

 副班長 

  

  

災害ボランティア調整班長 

 副班長 

(4)・(5) （略） 

(6) 生活再建支援部 

（略） 

 生活再建支援班長 

 副班長 

住宅確保対策班長 

 副班長 

事業再建支援班長 

 副班長 

義援金受入配分班長 

 副班長 

(7) （略） 

別表第１（第６条関係） 

(1)・(2) （略） 

(3) 被災者救援部 

（略） 

 統括調整員 

 

避難者対策班長 

 副班長 

住宅確保対策班長 

 副班長 

災害ボランティア調整班長 

 副班長 

(4)・(5) （略） 

(6) 生活再建支援部 

（略） 

 生活再建支援班長 

 副班長 

  

  

事業再建支援班長 

 副班長 

義援金受入配分班長 

 副班長 

(7) （略） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


